
別紙３を次のとおり改める。 

 

１．（１）②ロに掲げる表のうち、「城南宮北」を「城南宮北・京都南ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ」に改める。 

 

１．（２）②ロ（イ）のうち、「令和８年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

 

１．（２）⑧ニを削る。 

 

１．（２）⑩ニを削る。 

 

１．（２）⑪ハのうち、「令和８年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

 

１．（２）⑫ハを削る。 

 

１．（２）⑬ハを削る。 

 

１．（２）⑱ハのうち、「令和７年４月５日から同年１１月３０日まで」を「令和８年４月

４日から同年１１月２９日まで」に改める。 

 

別添３のうち、 

「                「 

 

 

              」を                  」に、 

「新富ｽﾏｰﾄ」を「新富新田原ｽﾏｰﾄ」に改める。 

 

別添８のうち、「城南宮北」を「城南宮北・京都南ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ」に改める。 
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